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告

示

○
平
成
二
十
年
三
月
分
抽
せ
ん
償
還
の

結
果

（
財

政

課
）

一

○
県
有
地
の
売
払
い
に
関
す
る
入
札
公

告

（
管

財

課
）

一

○
第
二
次
埼
玉
県
特
定
鳥
獣
保
護
管
理

計
画
の
策
定
に
伴
う
公
聴
会
の
開
催

（
み
ど
り
自
然
課
）

二

○

〃

（

〃

）

二

○
山
田
土
地
改
良
区
の
設
立
認
可

（
農
村
整
備
課
）

三

○
越
谷
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発

及
び
保
全
の
方
針
の
変
更
の
案
の
縦

覧

（
都
市
計
画
課
）

三

○
越
谷
都
市
計
画
区
域
区
分
の
変
更
の

案
の
縦
覧

（

〃

）

三

○
越
谷
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
の

案
の
縦
覧

（

〃

）

三

○
桶
川
市
坂
田
西
特
定
土
地
区
画
整
理

組
合
の
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届

出

（
市
街
地
整
備
課
）

三

○
幸
手
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更

（
下
水
道
課
）

四

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
建
築
指
導
課
）

四

○

〃

（

〃

）

四

○
県
立
浦
和
高
等
学
校
外
九
十
五
校
教

職
員
用
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

賃
貸
借
に
関
す
る
落
札
者
等
の
公
示

（
高
校
教
育
指
導
課
）

五

○
普
通
肥
料
の
検
査
結
果
の
公
表
に
関

す
る
告
示

（
農
総
研
水
田
農
業
研
究
所
）

五

○
特
殊
肥
料
の
検
査
結
果
の
公
表
に
関

す
る
告
示

（

〃

）

六

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
飯
能
県
土
）

六

○

〃

（
東
松
山
県
土
）

六

○

〃

（

〃

）

七

○
県
道
熊
谷
小
川
秩
父
線
の
区
域
の
変

更

（
熊
谷
県
土
）

七

○
県
道
熊
谷
小
川
秩
父
線
の
供
用
の
開

始

（

〃

）

七

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
杉
戸
県
土
）

八

埼玉県発行

埼
玉
県
告
示
第
百
九
号

埼
玉
県
公
債
を
抽
せ
ん
の
結
果
、
次
の
と
お
り
償
還
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

銘
柄
、
償
還
期
日
、
償
還
額
及
び
番
号

二

支
払
場
所

指
定
の
支
払
場
所

埼
玉
県
告
示
第
百
十
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

入
札
内
容

イ

件
名

土
地
の
売
却

ロ

物
件
の
表
示

物
件
番
号

五
十
七

－１－
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所

在

地

目

地
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

久
喜
市
大
字
北
青
柳
字
深
町
一
�
〇
一
一
番
六

宅
地

三
一
〇
・
五
六

二

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
に
該

当
す
る
者
は
、
入
札
に
参
加
で
き
な
い
。

三

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
参
加
要
領
及
び
申
込
書
の
交
付
場
所
、
入
札
参
加
申
込
み
の

場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
三
三
〇
―
九
三
〇
一

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

埼
玉
県
総
務
部
管
財
課
公
有
財
産
担
当

平
井
、
若
林

電
話
〇
四
八
―
八
三
〇
―
二
五
九
〇
（
直
通
）

四

入
札
手
続
等

イ

入
札
参
加
申
込
み

こ
の
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
平
成
二
十
年
二
月
十
二
日
（
火
）
か
ら
同
月
十
五

日
（
金
）
ま
で
の
午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
の
間
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
の
間
を

除
く
。）
に
申
込
み
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
郵
送
に
よ
る
申
込
み
は
受
け
付
け
な
い
。

ロ

入
札
・
開
札
の
日
時
及
び
場
所

�

日
時

平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日
（
木
）

午
前
十
時
三
十
分

締
切
後
開
札

�

場
所

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
四
番
二
十
一
号

職
員
会
館
四
階
四
〇
二

会
議
室

ハ

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

ニ

入
札
保
証
金

入
札
参
加
者
の
見
積
も
る
契
約
金
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
（
銀
行
振
出
の
小
切
手
に
よ

り
納
付
す
る
こ
と
。）

ホ

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
参
加
要
領
に
違
反
し
た
入
札
は

無
効
と
す
る
。

ヘ

落
札
者
の
決
定
方
法

落
札
者
は
、
埼
玉
県
の
予
定
価
格
以
上
の
価
格
で
最
高
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
し
た
者
と

す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
百
十
一
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
七

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
鳥
獣
保
護
管

理
計
画
の
策
定
に
伴
う
公
聴
会
を
次
の
と
お
り

開
催
す
る
の
で
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
五
年

埼
玉
県
規
則
第
九
十
六
号
）
第
一
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
計
画
に
係
る
利
害
関
係
人
は
、

案
件
に
つ
い
て
の
意
見
書
を
知
事
に
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

日
時

平
成
二
十
年
二
月
十
五
日
（
金
）
午
前
十

時
三
十
分
か
ら
午
前
十
一
時
ま
で

二

場
所

秩
父
市
東
町
二
十
九
番
二
十
号

秩
父
地

方
庁
舎
三
階
中
会
議
室

三

案
件

第
二
次
埼
玉
県
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画

（
イ
ノ
シ
シ
）
の
策
定
に
つ
い
て

四

案
件
の
縦
覧
場
所

イ

埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課

ロ

埼
玉
県
西
部
環
境
管
理
事
務
所

ハ

埼
玉
県
東
松
山
環
境
管
理
事
務
所

ニ

埼
玉
県
秩
父
環
境
管
理
事
務
所

ホ

埼
玉
県
北
部
環
境
管
理
事
務
所

五

案
件
の
縦
覧
期
間

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日
（
金
）
か
ら

同
年
二
月
十
四
日
（
木
）
ま
で

六

案
件
に
つ
い
て
の
意
見
書
の
提
出

イ

提
出
期
間

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日
（
金
）
か

ら
同
年
二
月
八
日
（
金
）
ま
で

ロ

提
出
先

埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課

埼
玉
県
告
示
第
百
十
二
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
七

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
鳥
獣
保
護
管

理
計
画
の
策
定
に
伴
う
公
聴
会
を
次
の
と
お
り

開
催
す
る
の
で
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
五
年

埼
玉
県
規
則
第
九
十
六
号
）
第
一
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
計
画
に
係
る
利
害
関
係
人
は
、

案
件
に
つ
い
て
の
意
見
書
を
知
事
に
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

－２－
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一

日
時

平
成
二
十
年
二
月
十
五
日
（
金
）
午
前
十

一
時
二
十
分
か
ら
午
前
十
一
時
五
十
分
ま
で

二

場
所

秩
父
市
東
町
二
十
九
番
二
十
号

秩
父
地

方
庁
舎
三
階
中
会
議
室

三

案
件

第
二
次
埼
玉
県
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画

（
ニ
ホ
ン
ジ
カ
）
の
策
定
に
つ
い
て

四

案
件
の
縦
覧
場
所

イ

埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課

ロ

埼
玉
県
西
部
環
境
管
理
事
務
所

ハ

埼
玉
県
東
松
山
環
境
管
理
事
務
所

ニ

埼
玉
県
秩
父
環
境
管
理
事
務
所

ホ

埼
玉
県
北
部
環
境
管
理
事
務
所

五

案
件
の
縦
覧
期
間

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日
（
金
）
か
ら

同
年
二
月
十
四
日
（
木
）
ま
で

六

案
件
に
つ
い
て
の
意
見
書
の
提
出

イ

提
出
期
間

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日
（
金
）
か

ら
同
年
二
月
八
日
（
金
）
ま
で

ロ

提
出
先

埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課

埼
玉
県
告
示
第
百
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
比

企
郡
滑
川
町
鈴
木
義
友
ほ
か
二
十
二
人
か
ら
の

申
請
に
係
る
次
の
土
地
改
良
区
の
設
立
を
平
成

二
十
年
一
月
十
八
日
認
可
し
た
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

名
称

山
田
土
地
改
良
区

二

事
務
所
の
所
在
地

比
企
郡
滑
川
町

三

地
区
の
所
在
地

比
企
郡
滑
川
町

埼
玉
県
告
示
第
百
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市

計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

越
谷
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、

開
発
及
び
保
全
の
方
針

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

越
谷
都
市
計
画
区
域
の
区
域

三

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
埼
玉

県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
、
吉
川
市
都
市
建

設
部
都
市
計
画
課
、
越
谷
市
都
市
整
備
部
都

市
計
画
課
、
松
伏
町
ま
ち
づ
く
り
整
備
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
二

十
年
二
月
八
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
百
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市

計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

越
谷
都
市
計
画
区
域
区
分

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

イ

市
街
化
区
域
に
変
更
す
る
土
地
の
区
域

吉
川
市
大
字
木
売
字
井
堀
向
道
下
の
一

部
、
大
字
高
富
字
蒲
田
及
び
字
道
免
の
各

一
部
、
大
字
高
久
字
町
田
、
字
小
帳
及
び

字
原
田
の
各
一
部
、
大
字
中
曽
根
字
八
幡

及
び
字
川
戸
沼
の
各
一
部
並
び
に
大
字
道

庭
字
堤
外
の
一
部

ロ

市
街
化
調
整
区
域
に
変
更
す
る
土
地
の

区
域変

更
な
し

三

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
埼
玉

県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
、
吉
川
市
都
市
建

設
部
都
市
計
画
課
、
越
谷
市
都
市
整
備
部
都

市
計
画
課
、
松
伏
町
ま
ち
づ
く
り
整
備
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
二

十
年
二
月
八
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
百
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市

計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

越
谷
都
市
計
画
用
途
地
域

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

吉
川
市
大
字
木
売
字
井
堀
向
道
下
の
一

部
、
大
字
高
富
字
蒲
田
及
び
字
道
免
の
各
一

部
、
大
字
高
久
字
町
田
、
字
小
帳
及
び
字
原

田
の
各
一
部
、
大
字
中
曽
根
字
八
幡
及
び
字

川
戸
沼
の
各
一
部
並
び
に
大
字
道
庭
字
堤
外

の
一
部

三

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
埼
玉

県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
、
吉
川
市
都
市
建

設
部
都
市
計
画
課
、
越
谷
市
都
市
整
備
部
都

市
計
画
課
、
松
伏
町
ま
ち
づ
く
り
整
備
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
二

十
年
二
月
八
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
百
十
七
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

桶
川
市
坂
田
西
特
定
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

－３－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

辞
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所

氏

名

住

所

飯

島

登

桶
川
市
大
字
坂
田
一
七
二
番
地

飯

島

弘

同

同

同

一
七
七
番
地

大

森

正

昭

同

同

同

一
四
三
番
地

岡

地

優

同

同

同

一
六
番
地

小

沢

昭

利

同

同

同

九
五
番
地

押

方

隆

同

同

同

一
一
七
番
地
三
〇

加

藤

孝

男

同

同

同

二
〇
四
番
地

加

藤

力

同

同

同

一
五
五
八
番
地

齋

藤

博

同

同

同

一
三
六
七
番
地
一

篠

崎

俊

郎

同

同

同

四
九
九
番
地

�

橋

榮
四
郎

同

同

同

一
六
〇
番
地
七

�

�

定

�

同

同

同

一
三
八
三
番
地

�

�

哲

夫

同

同

同

一
三
八
六
番
地

廿

楽

正

夫

同

同

同

一
一
九
番
地
六

深

谷

伸

吾

同

南
一
丁
目
六
番
四
号

町

田

賢

司

同

大
字
坂
田
一
三
九
九
番
地

町

田

光

藏

同

同

同

一
四
〇
一
番
地

町

田

英

世

同

同

同

二
五
番
地

就
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所

氏

名

住

所

飯

島

登

桶
川
市
大
字
坂
田
一
七
二
番
地

飯

島

弘

同

同

同

一
七
七
番
地

岡

地

優

同

同

同

一
六
番
地

小

沢

昭

利

同

同

同

九
五
番
地

加

藤

力

同

同

同

一
五
五
八
番
地

小

林

重

美

同

同

同

八
一
番
地
一

齋

藤

博

同

同

同

一
三
六
七
番
地
一

笹

代

正

夫

桶
川
市
大
字
坂
田
一
一
九
番
地
九

佐

藤

和

則

同

同

同

二
四
五
番
地
二

篠

�

和

美

同

同

同

四
三
一
番
地

相

馬

誠

一

同

同

同

一
八
番
地

�

橋

榮
四
郎

同

同

同

一
六
〇
番
地
七

�

�

定

�

同

同

同

一
三
八
三
番
地

�

�

哲

夫

同

同

同

一
三
八
六
番
地

廿

楽

正

夫

同

同

同

一
一
九
番
地
六

町

田

賢

司

同

同

同

一
三
九
九
番
地

町

田

光

藏

同

同

同

一
四
〇
一
番
地

町

田

英

世

同

同

同

二
五
番
地

埼
玉
県
告
示
第
百
十
八
号

宮
代
町
長
か
ら
幸
手
都
市
計
画
下
水
道
の
変

更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該

図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
下
水
道
課

に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
百
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
一
月
四
日

指
令
本
整
第
二
―
六
一
〇
〇
一
三
二
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
一
月
二
十
一
日
第
九
十
九
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

児
玉
郡
美
里
町
大
字
猪
俣
字
道
前
山
一
九

六
五
―
一
〇

外
一
五
筆
（
第
二
工
区
）

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

川
口
市
青
木
四
丁
目
二
一
番
三
一
号

東
洋
加
工
株
式
会
社

代
表
取
締
役

福
島

康
充

埼
玉
県
告
示
第
百
二
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

－４－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
普

通
肥
料
の
検
査
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

埼
玉
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

林

繁

雄

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
二
日

指
令
杉
整
第
一
九
〇
一
三
四
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
一
月
二
十
一
日
第
百
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
�
飾
郡
杉
戸
町
大
字
木
野
川
字
原
一
三

四
―
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
渋
谷
区
富
ヶ
谷
一
丁
目
一
四
番
九

号
グ
リ
ー
ン
コ
ア
株
式
会
社

代
表
取
締
役

本
庄

竜
介

埼
玉
県
告
示
第
百
二
十
一
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を

決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

県
立
浦
和
高
等
学
校
外
９５
校
教
職
員
用
パ

ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
２
，１１８
台
の
賃
貸

借
２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
教
育
局
県
立
学
校
部
高
校
教
育
指

導
課
県
立
学
校
IT
推
進
担
当
埼
玉
県
さ

い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３
丁
目
１５
番
１
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
１９
年
１１
月
３０
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

N
TT
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
株
式
会
社
東
京

都
港
区
芝
浦
１
丁
目
２
番
１
号

５
落
札
金
額

２４１
，７１２
，１００
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
１９
年
１０
月
１９
日

備
考

検
査

の
概

要そ
の
他

検
査

保
証
票

の
検
査

分
析

検
査

指
摘
事
項

項
目

主
成
分
―
TN

主
成
分
―
TN
、
TP

肥
料
の
名
称

９
．０
千
成
魚
節
煮
か
す

千
成
混
合
有
機
質
肥
料

保
証
票
添
付
者

千
成
産
業
株
式
会
社

千
成
産
業
株
式
会
社

肥
料
の
種
類
等

魚
節
煮
か
す

混
合
有
機
質
肥
料

平
成
１９
年
１１
月
分

注
１
分
析
検
査
及
び
そ
の
他
検
査
の
欄
は
、
検
査
対
象
荷
口
全
体
の
肥
料
を
代
表
し
得
る
よ
う
に
必
要
袋
数
（
ば
ら
の
場
合
に
は
、
必
要
部
位
数
）
を
抽
出
し
、
及
び
混
合
し
た
試
料
１
点

に
つ
い
て
検
査
し
た
結
果
で
あ
る
。

２
分
析
検
査
項
目
に
係
る
指
摘
事
項
は
、
分
析
値
と
規
格
・
基
準
値
又
は
表
示
値
と
を
比
較
し
た
結
果
で
あ
る
。

３
主
成
分
の
略
号
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

TN
―
窒
素
全
量
、
TP―

り
ん
酸
全
量

－５－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
特

殊
肥
料
の
検
査
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

埼
玉
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

林

繁

雄

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長

根

岸

功

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
十
二
月
十
一
日

指
令
飯
整
第
一
九
〇
〇
四
二
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

飯
整
第
一
九
〇
〇
五
四
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
大
谷
木
字
又
田
二

三
四
番
四

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

入
間
郡
三
芳
町
藤
久
保
二
八
一
番
地
一

ア
ド
ミ
ラ
ブ
ー
ル
三
〇
二
号

渡
辺

憲
雄

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五

号
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

谷

口

建

一

備
考

乾
物
当
た
り

検
査

の
結

果

そ
の
他

の
検
査

水
分

（
％
）

３９
．１

４３
．２

４４
．７

２２
．２

２２
．８

２８
．１

０
．７

C/N１４１１１８１０１６２９６

TCa
（
％
）

２
．９

２
．０

１
．９

２
．３

３
．７

３
．２

２８
．５

TZn
（
m
g/kg）

１６９

１６９

１００

１２８

３８３

１６５

１０４２

TCu
（
m
g/kg）

２６４４３４４６

１５７２０

３８７

TK
（
％
）

４
．７

０
．５

０
．３

１
．３

２
．５

３
．９

１５
．８

TP
（
％
）

１
．６

０
．７

０
．３

２
．１

３
．６

０
．４

９
．１

TN
（
％
）

１
．４

０
．９

０
．４

３
．５

１
．９

０
．９

０
．３

届
出

名

め
ぐ
み
た
い
肥

刈
草
リ
サ
イ
ク
ル
堆
肥

み
ど
り
の
ゆ
び

千
成
リ
サ
イ
ク
ル
堆
肥

養
豚
堆
肥

え
が
お
の
素
（
温
醸
発
酵
堆
肥
）

け
い
ふ
ん
燃
焼
灰

生
産
（
輸
入
又
は
販
売
）

届
出

業
者

遠
藤
一
彦

埼
玉
県

有
限
会
社
吉
羽
グ
リ
ー
ン

千
成
産
業
株
式
会
社

有
限
会
社
橋
本
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
ワ
イ
ン

植
井
敏
雄

千
成
産
業
株
式
会
社

特
殊
肥
料

の
指
定
名

た
い
肥

動
物
の
排
せ
つ
物

の
燃
焼
灰

平
成
１９
年
１１
月
分

備
考
：
１
分
析
検
査
を
実
施
し
た
成
分
等
の
略
号
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

TN
―
窒
素
全
量
、
TP―

り
ん
酸
全
量
、
TK
―
加
里
全
量
、
TC
u―
銅
全
量
、
TZn―

亜
鉛
全
量
、
TC
a―
石
灰
全
量
、
C
/N
―
炭
素
窒
素
比
、
水
分
―
水
分
含
有
量

２
分
析
値
は
原
則
と
し
て
現
物
当
た
り
の
数
値
で
あ
る
。
た
だ
し
、
備
考
欄
に
「
乾
物
当
た
り
」
と
記
載
の
あ
る
場
合
は
、
水
分
を
除
き
他
の
項
目
は
乾
物
当
た
り
の
数
値
で
あ
る
。

－６－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

第
一
九
〇
一
二
七
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
一
月
十
七
日

第
一
九
〇
一
四
九
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
滑
川
町
大
字
羽
尾
字
東
平
一
六
六

九
―
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

比
企
郡
滑
川
町
大
字
羽
尾
一
六
六
八
―
二

石
川

純
一

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六

号
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

谷

口

建

一

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
八
月
三
十
日

第
一
九
〇
〇
六
九
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

第
一
九
〇
一
四
八
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
嵐
山
町
大
字
平
澤
字
延
明
橋
二
三

九
、
字
京
枝
三
一
七
―
一

（
仮
換
地
）
平
沢
土
地
区
画
整
理
事
業

一
五
街
区
四
画
地

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

比
企
郡
嵐
山
町
大
字
平
沢
三
一
〇
―
一

内
田

よ
し
子

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長

大

塚

哲

史

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

熊
谷
小
川
秩
父
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長

大

塚

哲

史

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

熊
谷
市
小
江
川
字
天
王
原
二
〇
〇
五
番
七
地
先
か
ら
同
市
小
江
川
字
天

王
原
二
〇
〇
二
番
一
地
先
ま
で

八
・
一
二
〜

一
三
・
五
五

五
三
・
五
〇

地
方
道
路
交
付
金
（
交
通
安
全
）
整
備
事
業
に
よ
る
。

新

一
三
・
五
五
〜一

五
・
五
〇

－７－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

榎

本

恵

樹

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

指
令
杉
整
第
一
九
〇
一
一
九
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

杉
整
第
一
五
〇
八
―
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

南
埼
玉
郡
菖
蒲
町
大
字
上
栢
間
字
本
村
三

四
九
二
―
三
、
三
四
九
二
―
四

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

桶
川
市
大
字
加
納
二
一
一
六
―
五

増
田

淳
只

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

熊
谷
小
川
秩
父
線

熊
谷
市
小
江
川
字
天
王
原
二
〇
〇
五
番
七
地
先
か
ら
同
市
小
江
川
字
天

王
原
二
〇
〇
二
番
一
地
先
ま
で

平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日

延
長
五
三
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
。
（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部

分
に
限
る
。）

発 行 日

毎

週

火
曜
日
・
金
曜
日

購読料金

一
年
四
万
三
千
四
百
円

（
郵
便
料
金
を
含
む
。）

発 行 者

埼

玉

県

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

〇
四
八
―
八
二
四
―
二
一
一
一（
代
表
） 埼

玉
県
報
ホ

�ム
ペ

�ジ
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/A
01

/B
A
00/kenpouhom

e/fr_top.htm

印 刷 所

関

東

図

書

株

式

会

社

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
三
―
一
―
一
〇

〇
四
八
―
八
六
二
―
二
九
〇
一（
代
表
）

再生紙を使用しています。 －８－

第����号平成��年�月��日（金曜日）
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